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７
月　

日
で
任
期
満
了
と
な
る
高
梁
市
農
業
委
員
会
委
員

１９

の
選
挙
を
、
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

立
候
補
予
定
者
説
明
会

▽
日
時
…
６
月　

日
�　

時　

分
か

１６

１３

３０

ら　▽
場
所
…
市
役
所
別
館
第
１
会
議
室

※　

立
候
補
を
予
定
さ
れ
る
人
は
必

ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

告
示
・
立
候
補
届
出
受
付

▽
日
時
…
７
月
３
日
�
８
時　

分
〜

３０

　

時
１７▽

場
所
…
元
高
梁
市
民
会
館

期
日
前
投
票

７
月
４
日
�
〜
９
日
�
８
時　

分
〜

３０

　

時
２０※　

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
は
選
挙

区
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
旧
市

町
単
位
で
投
票
を
行
い
ま
す
。
旧

高
梁
市
は
元
高
梁
市
民
会
館
が
、

旧
４
町
は
各
地
域
局
が
、
そ
れ
ぞ

れ
期
日
前
投
票
所
で
す
。

投
票

７
月　

日
�
７
時
〜　

時

１０

１８

※　

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
で
は
、

投
票
所
が
通
常
の
選
挙
と
は
異
な

り
ま
す
。
入
場
券
に
書
い
て
あ
る

投
票
所
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

選
挙
会（
開
票
）

７
月　

日
�　

時
か
ら

１０

２０

元
高
梁
市
民
会
館

■
問
い
合
わ
せ　

高
梁
市
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
（
�
�
０
２
５
５
）

定数区　　域選挙区名

�人

内山下、川端町、本町、新町、片原町、御
前町、小高下町、中之町、頼久寺町、石火
矢町、伊賀町、向町、間之町、甲賀町、八
幡町、荒神町、柿木町、下町、大工町、鍜
冶町、南町、中間町、鉄砲町、弓之町、松
原通、正宗町、栄町、東町、横町、中原町、
旭町、段町、奥万田町、寺町、和田町、浜
町、原田北町、原田南町、上谷町、下谷町、
松山、津川町、落合町、玉川町、高倉町大
瀬八長の区域

第�選挙区

�人川面町、巨瀬町、中井町の区域第�選挙区

�人
高倉町田井、高倉町飯部、宇治町、松原町
の区域

第�選挙区

�人有漢町の区域第�選挙区

�人成羽町の区域第�選挙区

�人川上町の区域第�選挙区

�人備中町の区域第�選挙区

■選挙区および各選挙区の定数
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地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
個

人
市
県
民
税
の
内
容
が
段
階
的

に
変
わ
り
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
生
計
を
同
一
と

し
て
い
る
妻
に
対
す
る
均
等
割

の
非
課
税
制
度
が
廃
止
と
な
り

ま
す
。
昨
年
度
ま
で
は
、
高
梁

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
均
等
割
が
か

か
る
夫
と
生
計
を
一
に
す
る
妻
の
均

等
割
は
非
課
税
で
し
た
が
、
今
年
度

か
ら
一
定
の
所
得
が
あ
れ
ば
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

今
年
度
と
来
年
度
以
降
の
市
県
民

税
の
均
等
割
の
税
額
は
、
次
の
表
の

と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
県
民
税
分
に
は
、
昨
年
度

か
ら
導
入
し
て
い
ま
す
「
お
か
や
ま

森
づ
く
り
県
民
税
」
を
一
部
含
ん
で

い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
係

（
�
�
０
２
１
４
）
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来年度
（��年度）
以降

今年度均　等　割

����円����円夫
市民税分

３０００円１５００円妻

����円����円夫
県民税分

１５００円７００円妻

����円����円夫
税 額 計

４５００円２２００円妻

■今年度と来年度以降の個人市県民税
　均等割の税額

　高梁市の市民憲章､市の花､市の木などの制定

について審議いただくために、市民の皆さんか

ら委員を募集します。

����　市民憲章、市の花、市の木などの制定に

ついて、審議会で審議し市長へ答申して

いただきます。

����　２回（予定：６～８月）

����　市議会議員､有識者､団体代表､市民（公募）

� � �　会議に出席した場合、報酬と旅費を支給

します。

����　３人（応募者多数の場合は選考により決定）

����　次の各事項のすべてに該当する人

　　　　　�市内にお住まいの20歳以上（平成17

年４月１日現在）の人

　　　　　�審議会に出席できる人

　　　　

　　　　　はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番

号、応募の動機を記入し送付してください。

�����〒７１６－８５０１（住所不要）

　　　　　高梁市総務部企画課

　　　　　５月１６日�～６月１０日�

　

������　応募の動機、男女比、年齢を考慮し決

　定します。

������　６月末までに本人へ連絡します。

������　企画課企画係（��0209）

市民憲章や市の花・木などを決めます
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